
令和元年６月６日 

保護者様 

大阪市立北稜中学校 

校 長  山咲 進一 

 

就学援助費の申請について 

 
  初夏の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶びもうしあげます。 

  平素は、本校の教育活動にご理解ご協力を賜りありがとうございます。 

さて、大阪市では学校教育にかかる費用について、保護者の負担を軽減するための就学援助

制度を設けています。 

就学援助費制度のご利用を予定されておられる方は、２月に配布致しました「平成３１年度

就学援助制度のお知らせ」を、よくお読みのうえ、下記のとおり該当の書類をご提出ください。 

就学援助は自動的には継続されません。昨年度認定されたご家庭も申請が必要です。 
 

記 

 

１ 給付内容 

学校教材費・校外活動費・修学旅行費の実費分、入学準備補助金（新１年生のみ）、 

学校給食費（実費の半額）、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金免除、 

通学費（該当の方のみ）、学校医療券交付 

 

２ 申請締切日 

申  請  区  分 締 切 日 

一般申請２ （それぞれの申請理由を証明する書類が必要です） 

所得がなかった方や市民税・府民税が非課税になる 

方でも証明書類が必要です。 

６月２８日(金) 

＊ G20大阪サミット開催に伴い、６月２７日(木)・２８日(金)は学校休業日です。 

＊ 持参される場合は６月２６日(水)までにご提出ください。 

＊ 郵送される場合は６月２８日(金)までに投函してください。（当日消印有効） 

＊ 上記の締切日以降の申請につきましては、申請日からの認定となり、認定日以前の 

給付は受けられませんのでご注意ください。 

 ※早期申請１・２と一般申請１の受付は既に終了しています。 

 

３ 注意点 

⑫番で申請される方は、申請理由および住宅の形態を忘れずに記入してください。 

借家等の方は所得基準額が違い、賃貸契約書の写し等も必要です。 

 

４ 提出場所 

中学校へ持参または郵送にてご提出ください。 

郵送先：〒530-0042 大阪市北区天満橋 1-1-58 大阪市立北稜中学校 事務室 

ご不明な点などがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。 

＜担当：事務室 帆谷(ホタニ) ☎ 06-6351-4259＞ 


